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0910010 厚生労働省
国保総合保健施設の要件
緩和

・国民健康保険法
第３条第１項

・「国民健康保険
調整交付金（総合
保健施設分）交付
基準」（平成１２
年９月２１日保険
発第１６４号）

　国民健康保険の保健事業の一
層の推進を図ることを目的とし
て、国民健康保険法第３条第１
項に規定する市町村および特別
区に対し、国民健康保険総合保
健施設の整備および保健事業部
門の運営に必要な費用を補助し
ているところである。

Ｄ

　国民健康保険法第３条第１項に規定
されている市町村および特別区が、地
方自治法に定める一部事務組合を設け
て、国民健康保険事業を行うことは差
し支えない。
　したがって、複数市町村が運営する
一部事務組合において、国民健康保険
総合保健施設を設置・運営することは
可能である。

（項）医療保険給付諸
費
（目）国民健康保険財
政調整交付金

527,460,567

概算要求額については、
総合保健施設分以外も含
めた調整交付金全体の額
である。
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国保総合保健施設の要件緩和
地域包括医療の推進のため、複数の自治体にわ
たる国保診療施設についても、国保総合保健施設
として認められる要件の緩和を行う。

現状の国保総合保健施設は、市町村単位でないと認められない要件となっています。
複数の自治体が経営する一部事務組合による国保直営診療施設（地域の中核的な国保病院）において
も、地域包括医療を更に推進するために国保総合保健施設として事業を展開し、住民の健康づくりに協力
したいと考えます。

国民健康保険法
第３条（保険者）
「国民健康保険調整交
付金（総合保険施設分）
交付基準」（平成１２年
９月２１日保険初第１６
号）

滋賀県
公立甲賀病院組
合

厚生労働省

0910020 厚生労働省
ファミリー・サポート・セン
ター事業の預かり場所の要
件撤廃

次世代育成支援対
策交付金の交付対
象事業及び評価基
準について
（H20.11.28雇児
発第1128003号厚
生労働省雇用均
等・児童家庭局長
通知(最終改正
H22.3.25雇児発
0325第20号))

子どもを預かる場所は、原則と
して援助を提供する会員の自宅

Ｅ

　ファミリー・サポート・センター事
業は、乳幼児や小学生等の児童を有す
る子育て中の労働者や主婦等を会員と
して、会員個人間の相互援助活動とし
て、原則預かる側の会員宅での児童の
預かりを実施するものである。ただ
し、子どもの預かり等の援助を行いた
い者と援助を受けたい者との間で合意
がある場合はこの限りではなく、会員
の自宅外での預かりを一切認めないと
いう指導は行っていないところであ
る。

（項）地域子育て支援
対策費
（目）次世代育成支援
対策交付金

33,300,000千円
の

内数
－
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ファミリー・サポート・センター事業の
預かり場所の要件撤廃

　ファミリー・サポート・センター事業では、子どもの
預かりの場所を「原則として、援助を提供する会員
の自宅」としている。「援助を行いたい者と援助を受
けたい者との間で合意がある場合は、この限りでな
い」とされてはいるものの、厚生労働省の指導によ
り、会員の自宅外の預かりは認められていないこと
から、保育所など会員の自宅以外の場所において
も預かりができるよう、預かりの場所に関する要件
の撤廃を求める。

　利用者の利便を図り、事業の普及推進を図るためには、家族以外の人を自宅に招き入れることを好まな
い人にも配慮し、会員の自宅以外の場所、例えば、保育所、児童館、地域子育て支援拠点施設など地域や
利用者の希望に応じた場所でも預かりができるよう、預かり場所の要件の撤廃が必要である。
　特に、病児・緊急預かり対応基盤整備事業が今年度限りで廃止され、今後、ファミリー・サポート・セン
ター事業のなかで病児・病後児預かりが実施されることから、一定の要件の下、会員の自宅以外の場所で
実施できるよう、早急な見直しを求める。

次世代育成支援対策交
付金の交付対象事業及
び評価基準について
（平成22年3月25日雇
児発0325第20号）

兵庫県 兵庫県 厚生労働省

0910030 厚生労働省

Smart Wellness City実証研
究特区
（健康維持努力ポイントによ
る国保料（税）払い込み制
度の創設）

国民健康保険法第
７１条及び７７条

　国民健康保険料（税）の減免
については、市町村の条例の定
めるところにより行われ、原則
として、減免した額の補填は行
われない。また、正当な理由が
ないのに保険料（税）の減免措
置を大幅に講じたときなど、市
町村が確保すべき収入を不当に
確保しなかった場合で、都道府
県知事の勧告に従わなかったと
きは、国は、国庫負担金を減額
することができる。

Ｃ

　国民健康保険は、健康者もそうでな
い者も負担能力に応じた保険料（税）
を負担すれば、同じ保険給付を受けら
れるという被保険者全体の相互扶助で
成り立っている社会保険制度であるた
め、医療費が少ない者のみを優遇する
ことは、趣旨にそぐわないと思われ
る。

－ － －
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Smart Wellness City実証研究特区
（健康維持努力ポイントによる国保
料（税）払い込み制度の創設）

　運動等、健康の維持・増進につながる活動や関
連サービスの利用をポイント化し、国民健康保険料
（国民健康保険税）の一部をポイントで払い込める
制度を構築する。また、その場合にポイントに基づ
く国保料（税）の減免について、国民健康保険法第
７１条の「市町村が確保すべき収入を不当に確保し
なかつた場合」とは見なさないこととする。

運動等による健康の維持・増進は、最終的には医療費の適性化につながるため、健康の維持・増進につな
がるものとして市が認める一定の健康サービスの利用をポイント化し、ポイントに応じて国民健康保険の保
健料（国民健康保険税）の減免を行うことを可能とする措置をされたい。
　具体的には、市町村によるポイント制度の導入、ポイントに基づく国保料（税）の減免について、健康サー
ビスの認証制度の導入等の一定の条件を付して、国民健康保険法第７１条の「市町村が確保すべき収入
を不当に確保しなかつた場合」とは見なさないこととされたい。
　医療費適性化が及ぼす財政的メリットは市より国や県において生ずるため，制度運営にあたっては、加
入している医療保険の違いによる市民間での公平性保持を補完する国保以外の被保険者に対する保険
料差別化等の対応と、減免が保険料（税）率の引上げの要因とならないよう、減免額が国県から公費負担
で補てんされる運用を望む。
　なお、市が認めるにあたり、学と密接に連携することにより、当事業の研究成果（エビデンス）蓄積と分析
を併せて行うとともに、減免額についてはエビデンスに基づいて分析された医療費の効果内にすることとす
る。

国民健康保険法７１条、
医療保険各法

福島県、茨城
県、新潟県、岐
阜県

伊達市、見附
市、新潟市、三
条市、岐阜市、
筑波大学

厚生労働省

0910040 厚生労働省

Smart Wellness City実証研
究特区
（中心市街地のにぎわいの
場創づくりとコミュニティビジ
ネス起業支援）

ー ー Ｃ

要望内容は登録免許税の減免や法人税
の特例など起業支援に関するものであ
り、健康増進法で所管しているもので
はない。

－ － －
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Smart Wellness City実証研究特区
（中心市街地のにぎわいの場創づく
りとコミュニティビジネス起業支援）

コミュニティビジネス設立の登録免許税の減免、法
人税の特例（収益事業の非課税等）、有限責任事
業組合（ＬＬＰ）への地域金融機関の支援措置等の
拡大等を求める。

　運動等による健康の維持・増進は、最終的には医療費の適性化につながることになることから、健康に関
するコミュニティビジネス起業、運動効果の測定ソフト等の開発等と、中心市街地内での健康空間整備（歩
道・自転車道、運動広場等）を一体的に進めていくことが望ましい。そのため、コミュニティビジネスとしての
運動教室の起業、運営等に係る制度的な整備を求める。具体的には、健康空間（歩道・自転車道等）整備
のための財政的支援等と併せ、コミュニティビジネス設立の登録免許税の減免、法人税の特例（収益事業
の非課税等）、有限責任事業組合（ＬＬＰ）への地域金融機関の支援措置等の拡大等を求める。

健康増進法、銀行（信
用金庫）法、登録免許
税

福島県、茨城
県、新潟県、岐
阜県

伊達市、見附
市、新潟市、三
条市、岐阜市、
筑波大学

厚生労働省
経済産業省
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0910050 厚生労働省

Smart Wellness City実証研
究特区
（中心市街地のまちなか居
住環境の推進）

健康増進法第８条

国は、都道府県健康増進計画又
は市町村健康増進計画に基づい
て住民の健康増進のために必要
な事業を行う都道府県又は市町
村に対し、予算の範囲内におい
て、当該事業に要する費用の一
部を補助することができる。

Ｃ

要望内容は市街地整備、景観形成に関
する事業に対するものであり、これら
は健康増進法で費用を補助することが
可能な事業に含めることは困難であ
る。

－ － －
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Smart Wellness City実証研究特区
（中心市街地のまちなか居住環境
の推進）

健康増進法に基づく健康増進計画に位置付け、都
市計画（地区計画及び開発行為の許可等）との
セットで、市街地の根本的なバリアフリー化を図る
場合の地区計画上の公共施設（道路・公園等）整
備に対する支援、まちなか居住（町屋再生・パティ
オ型コーポラティブ住宅等）及び景観形成等のため
の整備費・ソフト事業等の総合的な支援。

　運動等による健康の維持・増進は、最終的には医療費の減額につながることになる。このため、中心市
街地への機能集積を図り、歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを進めていく必要があり、以下の支援策
が求められる。
一つは、既存市街地の抜本的なバリアフリー化を図るための財政的措置、
二つは、「まちなか居住」の推進として、町屋の再活用（休憩空間）、市街地住宅としての新しい町屋提案
（パティオ型のコーポラティブ住宅等）、中低層の高齢者住宅、福祉施設等の一体整備等、また環境配慮型
のまちづくり等）
三つは、総合的な景観形成（街並みづくり、小路再生、景観デザイン等）等に対する総合的支援措置。

都市計画法、健康増進
法

福島県、茨城
県、新潟県、岐
阜県

伊達市、見附
市、新潟市、三
条市、岐阜市、
筑波大学

厚生労働省
国土交通省

0910060 厚生労働省

Smart Wellness City実証研
究特区
（特定保健指導推進のため
の医療費控除の拡大）

所得税法第７３条
所得税法施行令第２
０７条第１号
所得税法施行規則
第４０条の３第１項第
２号

特定健康診査を行った医師の指示
に基づき行われる積極的支援を受
ける者のうち、当該特定健康診査
の結果が高血圧症、脂質異常症又
は糖尿病と同等の状態であると認
められる基準に該当する者の状況
に応じて一般的に支出される水準
の医師による診療又は治療の対価
は、医療費控除の対象とされる。

Ｃ

　医師が行う特定健診により、危険性の重
なる者に対し行われる積極的支援は、対
象者の重篤度並びに指導内容及び指導
管理が診療の現場において為されている
等治療に相当する部分があることから、医
療費控除の対象とされているところ。
　動機付け支援対象者の健康運動教室へ
の参加については、対象者の重篤度及び
指導内容等から、医療費に該当せず控除
の対象とすることは困難。

－ － －
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Smart Wellness City実証研究特区
（特定保健指導推進のための医療
費控除の拡大）

特定保健指導の「動機付け支援」として実施する健
康運動教室参加に係る費用について、所得税法第
73条に規定する医療費控除の対象とする。

　現在は特定保健指導のうち一定の「積極的支援」に係る費用の自己負担分については医療費控除の対
象となる医療費に該当することとされている。
　特定保健指導の「動機付け支援」対象者と判定された者についても、「積極的支援」対象者と同様にメタ
ボリックシンドロームのリスクは高いことから、健康運動教室参加による指導料について、所得税法第73条
に規定する医療費控除の対象となるよう措置されたい。
　６５歳以上の場合、現在の判定基準では積極的支援に該当することはないが、健康運動教室に参加する
ことにより介護予防効果があらわれている。

所得税法
福島県、茨城
県、新潟県、岐
阜県

伊達市、見附
市、新潟市、三
条市、岐阜市、
筑波大学

厚生労働省

0910080 厚生労働省

Smart Wellness City実証研
究特区
（生活習慣病予防における
予防給付の創設）

高齢者の医療の確
保に関する法律第２
０条、２４条、２８条

特定健康診査及び
特定保健指導の実
施に関する基準

特定健康診査及び
特定保健指導の実
施に関する基準第１
７条の規定に基づき
厚生労働大臣が定
める特定健康診査
及び特定保健指導
の実施に係る施設、
運営、記録の保存等
に関する基準

保険者は、特定健康診査及び特定
保健指導の実施を委託する場合に
は、特定健康診査及び特定保健指
導を円滑かつ効率的に実施する観
点から適当である者として厚生労
働大臣が定めるものに委託しなけ
ればならない。

Ｃ

　生活習慣病に着目した検診とそれを踏ま
えた保健指導を適切に実施することによ
り、医療費の適正化効果が期待され、その
恩恵を直接に受けるのが医療保険者であ
ること等から、医療保険者に対し生活習慣
病に着目した特定保健指導の実施を義務
付けている。
　厚生労働大臣が定める基準を満たさな
いものについては、保健指導の質が担保
されない。医療費の適正化効果が必ずしも
明らかでない場合にも保険者に一定の負
担を強いることは困難。
　なお、高齢者の医療の確保に関する法
律第２８条による特定保健指導の委託先
は、医療機関に限定されるものではない。
　現在、公的医療保険においては、疾病や
傷病について保険給付を行っており、疾病
予防については保険給付の対象とはして
いないことから、一定の健康サービスの利
用者に対し、費用の全部、または一部を医
療保険給付の対象とすることは困難。

－ － －
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Smart Wellness City実証研究特区
（生活習慣病予防における予防給
付の創設）

生活習慣病の予防につながる活動や関連サービ
スの利用に関する予防給付の創設

　特定健康診査・保健指導の延長として、健康の維持・増進につながるものとして市が認める一定の健康
サービスの利用に対し、当該サービスの実施者が医療機関でない場合についても、特定保健指導と同様
に保険者の一定の負担のもと、健康・運動サービスを受けられるよう措置されたい。
　加えて、その一定の健康サービスの利用者に対し、費用の全部、または一部を医療保険給付の対象とす
る様措置されたい。

高齢者の医療の確保に
関する法律第２８条ほ
か

福島県、茨城
県、新潟県、岐
阜県

伊達市、見附
市、新潟市、三
条市、岐阜市、
筑波大学

厚生労働省

0910070 厚生労働省

Smart Wellness City実証研
究特区
（厚労省の予防に関する補
助金の一体活用）

高齢者の医療の確
保に関する法律第２
０条、２４条、２８条

特定健康診査及び
特定保健指導の実
施に関する基準

特定健康診査及び
特定保健指導の実
施に関する基準第１
７条の規定に基づき
厚生労働大臣が定
める特定健康診査
及び特定保健指導
の実施に係る施設、
運営、記録の保存等
に関する基準

介護保健法第115条
の44、115条の46

地域支援事業の実
施について

－ －

1
0
5
1
1
0
0

保険者は、特定健康診査及び特定
保健指導の実施を委託する場合に
は、特定健康診査及び特定保健指
導を円滑かつ効率的に実施する観
点から適当である者として厚生労
働大臣が定めるものに委託しなけ
ればならない。

市町村は、地域支援事業として、被
保険者（第一号被保険者に限る。）
の要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは
悪化の防止のため必要な事業（介
護予防サービス事業及び地域密着
型介護予防サービス事業を除く。）
を行うものとしている。

Ｃ・D

　生活習慣病に着目した検診とそれを踏ま
えた保健指導を適切に実施することによ
り、医療費の適正化効果が期待され、その
恩恵を直接に受けるのが医療保険者であ
ること等から、医療保険者に対し生活習慣
病に着目した特定保健指導の実施を義務
付けている。
　厚生労働大臣が定める基準を満たさな
いものについては、保健指導の質が担保
されない。医療費の適正化効果が必ずしも
明らかでない場合にも保険者に一定の負
担を強いることは困難。
　なお、高齢者の医療の確保に関する法
律第２８条による特定保健指導の委託先
は、医療機関に限定されるものではない。

　介護予防事業については、老人介護支
援センターの設置者その他の市町村が適
当と認める施設に実施を委託できることと
なっており、現在でも医療機関以外の者に
ついても介護予防事業を行うことが可能。
　ただし当該事業について、医療保険の保
険者に負担を課すことは不適当。

－
福島県、茨城
県、新潟県、岐
阜県

伊達市、見附
市、新潟市、三
条市、岐阜市、
筑波大学

厚生労働省
Smart Wellness City実証研究特区
（厚労省の予防に関する補助金の
一体活用）

特定健診により特定保健指導に該当した対象者の
血液検査や体脂肪の改善及び介護予防のための
運動機能向上を、市が認める一定の健康サービス
を行う事業者が行う場合の国による補助

　特定健康診査・保健指導の延長として、健康の維持・増進につながるものとして市が認める一定の健康
サービスを医療機関でない者が提供する場合についても、特定保健指導と同様に保険者の一定の負担の
もと、健康・運動サービスを受けられるよう措置されたい。
　併せて６５歳以上の特定健康診査受診者のうち、市町村が実施する生活機能評価で把握された特定高
齢者に対し、医療機関でない者が運動器の機能向上などの介護予防事業をする場合についても、保険者
の一定の負担のもと、健康・運動サービスを受けられるよう措置されたい。
　具体的には、高齢者の医療の確保に関する法律第２８条による特定保健指導の委託先として、健康の維
持・増進につながるものとして市が認める一定の健康サービスを行う事業者が可能となるよう措置された
い。

高齢者の医療の確保に
関する法律第２８条　介
護保険法第１１５条の３
８
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